
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「申」は申込み先、「問」は問合せ先の略です。  ③ページ④ページ    

   ⑥特設無料人権相談所を開設   

 毎日の暮らしの中で起こるさまざまな人

権に関わる困りごとを解決に導くための相

談です。お気軽にお問い合わせください。 

開設日 7 月 15 日（水） 

会場 笠間市友部福祉会館 

開設時間 午前 10 時～午後 3 時 

相談内容 

☆いじめ・体罰、地域・女性・外国人などの

差別問題 

☆家庭内（夫婦・親子・相続など）の問題 

☆金銭貸借、借地借家、近隣のもめごとなど 

相談員 人権擁護委員・法務局職員 

問 水戸地方法務局 ℡ 029-227-9919 

   ⑦「介護支援専門員」を募集   

募集人員 1 名（友部地域包括支援センター

勤務）  

雇用期間 7 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日 

応募資格 介護支援専門員有資格者 

賃金  月額 20 万円 

職務内容 地域包括支援センターの介護予

防ケアマネジメント業務 

応募方法 市の臨時職員登録用紙に必要事

項を記入の上、次へ提出してくだ

さい。面接の上、選考します。 

申・問 友部地域包括支援センター 

℡ 0296-77-1101（内線 174） 

    直通：℡ 0296-78-5871 

 

            ⑧子宮・乳がん検診再募集のお知らせ            

受診希望者は、各保健センターへお申込みください。 

「友部地区」 

申・問 友部保健センター ℡ 0296-77-9145 

検診日 受付時間 会場 

8 月 23 日（日） 

8 月 24 日（月） 

 9:30～10:30（乳がん検診のみ） 

12:30～13:00（子宮・乳がん検診） 
友部保健センター 

「笠間地区」 

申・問 笠間保健センター  ℡ 0296-72-7711 

検診日 受付時間 会場 

7 月 23 日（木） 
 9:30～10:30（乳がん検診のみ） 

12:30～13:00（子宮・乳がん検診） 

7 月 24 日（金） 12:30～13:00（子宮・乳がん検診） 

笠間保健センター 

「岩間地区」 

申・問 岩間保健センター ℡ 0299-45-7888 

検診日 受付時間 会場 

7 月 15 日（水） 
 9:30～10:00（乳がん検診のみ） 

12:30～13:00（子宮・乳がん検診） 
岩間保健センター 

検診対象／料金 

＜子宮がん検診＞ 20 歳以上/500 円 

＜乳がん検診＞  

・超音波 30～56 歳/1,000 円 

・マンモグラフィ（2 年に 1 回） 

1 方向 50 歳以上/500 円 2 方向 40～49 歳/1,000 円 

※申込みは、本人または家族分のみとさせていただきます。 

※年齢の基準日は、平成 22 年 3 月 31 日現在となります。 

    ⑨平成 21 年度笠間市農産物産地拡大モデル事業の事業提案書募集について    

 ふるさと雇用再生特別基金事業として、失業者等の雇用により農業経営体（農業分野での新たな

事業展開を実施し、新規に労働者を雇用しようとする農業法人、個別農業者等）の経営の複合化・

多角化や規模の拡大の推進及び農業担い手を育成する環境づくりを行う「平成 21 年度笠間市農産物

産地拡大モデル事業業務委託」について、事業の実施を希望される方の、事業提案を募集します。 

 なお、事業内容・提案内容の詳細につきましては、下記の担当課までお問い合わせください。 

業務委託の内容 

（１）業務の内容 

失業者を新たに雇用し、農作業や農産加工等に従事させることにより、複合化・多角化経営や

経営規模の拡大を実践し、より持続的・安定的な農業経営の展開と、雇用者の就農機会を創出す

るため、農業生産に必要な技術や経営管理などの有力な手段となり得る情報・経験習得に取り組

み、新たな農業担い手の育成・確保を図る。 

委託の対象者 

（１）市内において、農業分野での新たな事業展開を実施し、新規に労働者を雇用しようとする農

業法人、個別農業者等の先進的農業経営体（以下「農業経営体」という。）であること。ただし、

宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある団体

は委託業務の対象外とする。 

（２）農業経営改善計画の認定を受けている農業経営体であること。 

（３）米の生産調整を達成している農業経営体であること。 

（４）市税を完納している農業経営体であること。  

（５）本事業による助成と重複する他の助成(補助)を受けていないこと。 

（６）過去において雇用に関する法令違反等がないこと。 

委託数 ２農業経営体 

提出書類 

平成 21 年度笠間市農産物産地拡大モデル事業 事業提案書 1 部 

※提出する事業提案書様式は、笠間市ホームページからダウンロードするか、笠間市役所産業経

済部農政課にあります。 

応募方法 

笠間市役所産業経済部農政課へ直接持参するかまたは郵送で提出してください。 

なお、直接持参の場合には、募集期限当日の午後 5 時までとし、郵送の場合は、募集期限当日

の消印まで有効です。 

募集期間 6 月 17 日（水）～30 日（火）まで 

提出先 笠間市役所産業経済部 農政課 農業振興グループ 

問 農政課（内線 525）  

FAX 0296-77-1146 

E-mail:nogyosg@city.kasama.lg.jp  


